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定款一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催された取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 24 年６月 15 日開

催予定の第 51 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知ら

せいたします。 

 

記 

 
１．提案の理由 

（１）株主総会の開催場所について、より広い選択肢が確保できるように、株主総会の招

集地を限定する現行定款第 13 条第３項を削除するものであります。 
（２）機動的な配当政策を図るため、剰余金の配当を取締役会決議により行うことが可能

となるよう、現行定款第 34 条、第 35 条に所用の変更を行うものであります。 
 
２．変更内容 
  変更の内容は別紙のとおりであります。 

   
３．日程 
  定款変更のための株主総会開催日  平成 24 年６月 15 日 

  定款変更の効力発生日       平成 24 年６月 15 日 

 

 

以 上 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



（別紙） 
 
 定款変更の内容 
 

（下線は変更部分を示しております） 
現行定款 変更案 

第３章 株主総会 

（総会の招集） 

第 13 条 

１． 

  ｜   記載省略 

２． 

３．  株主総会は、本店所在地又はこれ

に隣接する地のほか、東京都千代田

区においても招集することができ

る。 

第３章 株主総会 

（総会の招集） 

第 13 条 

  １． 

  ｜   （現行どおり） 

２． 

     (削除) 

 

 

第６章 計算 

（期末配当の基準日） 

第 34 条  本会社の剰余金の期末配当の基準 

日は、毎年３月 31 日とする。 

２．  期末配当金には利息をつけない。 

 

 

（中間配当） 

第 35 条   本会社は、取締役会の決議により、

毎年９月 30 日を基準日として、中間

配当を行うことができる。 

２． 中間配当金には利息をつけない。

第６章 計算 

（剰余金の配当の決定機関） 

第 34 条  本会社は、剰余金の配当について

は、法令に別段の定めのある場合を

除き、取締役会決議で定めることが

できる。 

 

（剰余金の配当の基準日等） 

第 35 条  本会社は、剰余金の期末配当の基

準日は、毎年３月 31 日とし、中間

配当の基準日は、毎年９月 30 日と

する。  

２．    剰余金の配当には利息をつけな 

い。 

 

 


